
                                          

 

「文芸桶川」 第４５号ジュニア部門作品募集要項 
桶川市教育委員会 

  文芸活動を通じて豊かな人間性を養い、市民文化の創造と地域文化の普及向上
に資するため、市内の中学生を対象に、｢文芸桶川｣ジュニア部門を設けました。
ご応募お待ちしています。 

 

１ 部  門 

※ 第１部～第５部の応募は一人一部門とします。 

※ 指定原稿用紙は、各中学校に配布されています。 
 

２ 応 募 者 市内在住の中学生 
 
３ 作  品 自作のものに限る。 

 

４ 応募上の注意 

①  応募料は無料です。作品掲載者には「文芸桶川第４５号」（令和７年３月発

行）を１冊贈呈します。 

②  応募作品は、教育委員会が委嘱する編集委員による選考のうえ、「文芸桶川」 

第４５号に掲載します。掲載できない場合もありますので、ご了承ください。 

③  第１部と第２部は、原則パソコンで作成し、ＣＤやＵＳＢメモリに入れ

たデータと、印字した原稿を１部提出してください。文芸桶川指定原稿

用紙を使用しての手書きでも可です。 
 

５ 締 切 日 令和６年８月３０日（金）必着  

  ※応募にあたっては、ジュニア部門応募票（保護者名の記名及び承諾印の

あるもの）を必ず添付してください。 

 

６ 提 出 先  市内各中学校 

 

７ そ の 他 

◎ 紙原稿はお返ししませんが、ＣＤ・ＵＳＢメモリは原稿データを取得後、お返し

します。 

◎ 第４５号の発行･頒布は、令和７年３月で、頒布価格は１，０００円の予定です。 

   部   門 規        定 

第１部 小説･童話 

 

原則、パソコン（ワード、25字×22行縦書き）10枚以内。 

ただし、文芸桶川指定原稿用紙（25字×22行）も使用可 

第２部 紀行・随筆 

読書感想文 

原則、パソコン（ワード、25字×22行縦書き） 

紀行 10枚以内。随筆・読書感想文 5枚以内。 

ただし、文芸桶川指定原稿用紙（25字×22行）も使用可 

第３部 詩 400字詰原稿用紙を使用。本文 35行以内。 

第４部 短歌 400字詰原稿用紙又は作品用紙を使用。１人 5首以内。 

第５部 俳句 400字詰原稿用紙又は応募票用紙を使用。1人 5句以内。 

第６部 表紙絵･扉絵･カット 大きさは、縦版横版可（第１部～５部の人も応募可能） 


